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平成３１年３月２５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年（ワ）第２０８２号 著作権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成３１年１月２９日 

判         決 

原       告  Ｐ１ 5 

被       告  株 式 会 社 Ｂ ｅ ｅ 

同訴訟代理人弁護士  佐   藤       進 

被       告  Ｐ２ 

被       告  Ｐ３ 

被       告  Ｐ４ 10 

被       告  Ｐ５ 

上記４名訴訟代理人弁護士 

           紫 牟 田   洋   志 

同          隈       慧   史 

主         文 15 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は，原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告らは，別紙被告らビデオコンテンツ目録記載の著作物を複製し，頒布し20 

てはならない。 

２ 被告らは，別紙被告らビデオコンテンツ目録記載の著作物を廃棄せよ。 

第２ 事案の概要 

 １ 請求の要旨 

   本件は，原告が，自己が著作権及び著作者人格権を有する別紙被告らビデオ25 

コンテンツ目録記載の著作物について，被告らが複製，頒布するおそれがあると主
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張して，被告らに対し，①著作権（複製権，頒布権）及び著作者人格権（同一性保

持権，氏名表示権，公表権）に基づき，同目録記載の著作物の複製，頒布の差止め

を求める（著作権法１１２条１項）とともに，②同目録記載の著作物の廃棄を求め

た（同条２項）事案である。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨より容易に5 

認められる。なお，本判決において書証を掲記するときは，枝番号の全てを含む場

合はその記載を省略する。） 

  (1) 原告は，「●（省略）●」の屋号で映像制作等を業として営む者である（甲

１ないし３，２４）。 

 被告株式会社Ｂｅｅ（以下「被告Ｂｅｅ」という。）は，映像企画制作及び映像演10 

出並びにブライダル等プロデュース等を業とする会社であり（甲４），平成２０年１

２月８日，福岡市でホテル「グランドハイアット福岡」（以下「本件ホテル」とい

う。）を経営する株式会社エフ・ジェイホテルズ（元ジー・エイチ福岡株式会社。以

下「エフ・ジェイホテルズ」という。）から，本件ホテルで開催される婚礼等のビデ

オ撮影等について業務委託を受け（甲９），遅くとも平成２６年１１月２９日以降，15 

本件ホテルで開催される挙式及び披露宴のビデオ撮影を原告に委託してきた。 

  (2) 原告は，平成２６年１１月２９日に本件ホテルで開催された被告Ｐ２及び

被告Ｐ３の挙式及び披露宴，並びに平成２７年４月１８日に本件ホテルで開催され

た被告Ｐ４及び被告Ｐ５の挙式及び披露宴（以下，これらの被告４名を「被告Ｐ２

ら」という。）について，被告Ｂｅｅの委託に基づきビデオ撮影し，撮影した映像の20 

データ（別紙被告らビデオコンテンツ目録記載３のうち「原告が被告ビーに寄託し

た被告Ｐ２及び被告Ｐ４に関する撮影著作物」がこれに当たる。以下，これを「原

告撮影ビデオ」という。）を被告Ｂｅｅに納品した。 

 被告Ｂｅｅは，原告から納品された映像のデータ（原告撮影ビデオ）を編集する

等して，別紙被告らビデオコンテンツ目録記載１及び２の「記録ビデオ」（以下「本25 

件記録ビデオ」といい，原告撮影ビデオと併せて「本件ビデオ」という。）として完
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成させて，エフ・ジェイホテルズの委託の下，被告Ｐ２らに対してそれぞれの記録

ビデオの複製物を納品した。 

 ３ 主な争点 

  (1) 著作権侵害のおそれの有無 

ア 原告が本件ビデオの著作権を有するか 5 

    (ｱ) 原告は，被告Ｂｅｅに対し，原告撮影ビデオの著作権を譲渡したか

（争点１） 

    (ｲ) 被告Ｂｅｅは著作権法２９条１項により本件ビデオの著作権を取得し

たか（争点２） 

   イ 被告Ｂｅｅによる本件ビデオの複製について原告が許諾したか（争点10 

３） 

   ウ 被告らが本件ビデオを複製，頒布するおそれがあるか（争点４） 

  (2) 著作者人格権侵害のおそれの有無（争点５） 

第３ 主な争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（原告は，被告Ｂｅｅに対し，原告撮影ビデオの著作権を譲渡した15 

か）について 

 【被告らの主張】 

 原告と被告Ｂｅｅとの間においては，記録ビデオ作成の基になるビデオ撮影業

務のみの委託が行われていたところ，撮影ビデオは，新郎新婦及びその家族の利用

に供するためだけに撮影されたもので，原告がその著作権を留保することに意味が20 

あるようなものではなく，被告Ｂｅｅが一たび原告の撮影したビデオを受領すれば，

それを原告に返還することは予定されておらず，原告は，被告Ｂｅｅが自由に編集

等を行うことを承諾していたのであるから，原告と被告Ｂｅｅとの間では，撮影委

託費等の支払をもって，原告が撮影したビデオの著作権を被告Ｂｅｅに包括的に譲

渡する旨の合意が成立していたというべきである。 25 

 したがって，原告は，被告Ｂｅｅに対し，原告撮影ビデオの著作権を譲渡してい
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る。 

 【原告の主張】 

 否認する。原告は，被告Ｂｅｅに対し，第三者の利益を侵害することなく適法

に原告が撮影したビデオを利用する場合に限ってその利用を許諾したが，その著作

権を譲渡する合意はしていない。 5 

２ 争点２（被告Ｂｅｅは著作権法２９条１項により本件ビデオの著作権を取得

したか）について 

 【被告らの主張】 

 (1) 本件記録ビデオは，映画の著作物であるところ，エフ・ジェイホテルズか

ら委託を受けてこれを完成させる法律上の義務を負ったのは被告Ｂｅｅである。ま10 

た，実際にも被告Ｂｅｅは，事前に新郎新婦との打合せを行い，その具体的要望を

聴取した上で，映像の構成を創り上げ，また，当日の撮影では，原告に対して撮影

場所，撮影時間を指示するとともに撮影内容についても適宜指示を行い，さらに原

告からの撮影ビデオの納品後には，編集・複製を実施して記録ビデオを完成させ，

期限までに納品する等，製作の全過程を通じて指揮を行っている。これに対し，原15 

告は，被告Ｂｅｅから指示を受けて撮影を実施するにすぎない。 

さらに，被告Ｂｅｅは，本件記録ビデオを製作する際に生じる製作費を全て負担

しており，原告に対する撮影委託費等も支払っているから，経済的な収入・支出の

主体である。 

したがって，被告Ｂｅｅは，本件記録ビデオの製作に発意と責任を有するもので20 

あるといえ，「映画製作者」に当たる。 

(2) そして，原告は，被告Ｂｅｅによる本件記録ビデオの製作に参加すること

を約束して撮影業務を行ったのである。 

(3) したがって，被告Ｂｅｅは，著作権法２９条１項により，本件記録ビデオ

の著作権はもとより，その中間成果物的著作物である原告撮影ビデオの著作権も有25 

する。 
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【原告の主張】 

被告らの主張は争う。 

原告は，映像制作を業として営む個人事業主として被告Ｂｅｅを知る知人からの

依頼で撮影業務を引き受けたものであり，被告Ｂｅｅの指揮監督下で業務を行った

ものではない。原告は，被告Ｂｅｅから入館証の提供を受けることなく，個人事業5 

主として本件ホテルに入館した。 

被告Ｂｅｅからは撮影業務に対する指示はなく，当日の日時の連絡があるだけで

あり，原告は，自己の裁量により撮影していた。原告は，被告Ｐ２らについての撮

影業務について，被告Ｂｅｅから事前の説明を受けたことはなく，必要な撮影機材

を持参した上で，自分で考えて当日２時間前に現場に入り，ホテル備付けの撮影設10 

備を操作するなどして撮影を行っており，現場には被告Ｂｅｅの管理者はいなかっ

た。このように，原告は，本件ビデオを製作する工程全ての決定権を有するプロデ

ューサー業務を行う者であり，撮影機材も全て自己の負担で準備し，当日の新郎新

婦やホテル側との現場の打合せ等も全て行い，自ら撮影プランを立てた上，本番で

突発的に生じる事態にも対応しつつ，美しい映像となるためのさまざまな創作的工15 

夫をして撮影を行い，音響面での演出も考慮して監督・演出的業務も行っており，

映像に映る会場での参加者の所作，装飾品の飾り方等の助言を行う美術業務も行っ

ている。これに対し，被告Ｂｅｅが行う編集作業は，原告撮影ビデオの余分な部分

を削除するだけの単純な作業にすぎない。 

したがって，被告Ｂｅｅは，本件記録ビデオの「映画製作者」ではない。 20 

 ３ 争点３（被告Ｂｅｅによる本件ビデオの複製について原告が許諾したか）に

ついて 

 【被告Ｂｅｅの主張】 

 仮に原告が本件ビデオ（原告撮影ビデオ及びこれを編集して作成された本件記録

ビデオ）の著作権を有しているとしても，原告撮影ビデオは，被告Ｂｅｅにおいて25 

編集してエフ・ジェイホテルズに納品することを原告も熟知しているから，被告Ｂ
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ｅｅにおいてその複製，編集，使用，処分を行うことは当然の前提であり，原告は，

被告Ｂｅｅに対して本件ビデオの複製，頒布を許諾していた。 

 【原告の主張】 

 原告は，被告Ｂｅｅに対し，第三者の利益を侵害することなく適法に本件ビデオ

を利用する場合に限ってその利用を許諾したが，被告Ｂｅｅは，本件ビデオに収録5 

されている楽曲の著作権等について，適法な処理をしていると述べていたにもかか

わらず，そのような処理をせずに本件ビデオを利用しているから，許諾の範囲外で

ある。 

 ４ 争点４（被告らが本件ビデオを複製，頒布するおそれがあるか）について 

 【原告の主張】 10 

  (1) 被告Ｂｅｅは，現在も本件ビデオを保持し続けているから，本件ビデオを

複製，頒布するおそれがある。本件ビデオは既に廃棄した旨の被告Ｂｅｅの主張は

否認する。 

  (2) 被告Ｐ２らは，本件記録ビデオを記録したＤＶＤ等を所持しており，それ

にコピープロテクションは施されていないから，パソコン等を用いて容易に複製す15 

ることができる。そして，近時は，挙式・披露宴会場のサービスでも，参加者が撮

影した写真をＳＮＳサービスに投稿してコメントをつけることを多くの新郎新婦が

利用しているから，被告Ｐ２らは本件ビデオを複製，頒布するおそれがある。 

 【被告Ｂｅｅの主張】 

被告Ｂｅｅでは，原告から納品された原告撮影ビデオを編集して記録ビデオを作20 

成した後は，原告撮影ビデオのデータを廃棄している。また，記録ビデオのデータ

も，２年間は保存することとしている（顧客との契約ではＤＶＤで１年間保存する

こととなっている。）が，本件記録ビデオのデータは既に期間経過により廃棄してい

る。したがって，原告撮影ビデオ及び本件記録ビデオのデータについては，被告Ｂ

ｅｅでは全て廃棄しているから，被告Ｂｅｅにはそれらを複製，頒布するおそれが25 

ない。 
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【被告Ｐ２らの主張】 

被告Ｐ２らは，本件記録ビデオについて，原告が主張するようなパソコン等を用

いた複製，頒布やＳＮＳへの投稿をしたことはなく，今後も予定していないから，

被告Ｐ２らが本件記録ビデオを複製，頒布するおそれはない。 

５ 争点５（著作者人格権侵害のおそれの有無）について 5 

【原告の主張】 

 原告は，別紙被告らビデオコンテンツ目録記載の著作物について著作者人格権

（同一性保持権，氏名表示権，公表権）を有しているところ，被告らは，それらを

複製，頒布することにより，原告の著作者人格権を侵害するおそれがある。 

【被告らの主張】 10 

 争う。原告は，被告Ｂｅｅが本件記録ビデオを製作するに当たり，適宜編集し，

原告の氏名を表示しないことを承諾していた。また，被告らは本件記録ビデオを公

表していない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 15 

  前提事実に加え，後掲書証及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ

る。 

 (1) 被告Ｂｅｅは，平成２０年１２月８日，エフ・ジェイホテルズ（元ジー・

エイチ福岡株式会社）から，本件ホテルで開催される婚礼等のビデオ撮影等につい

て業務委託を受け（甲９），社内の人間だけでは撮影業務をこなせないことから，複20 

数の外部業者に撮影業務を委託するようになり（甲１８，３７），原告については，

遅くとも平成２６年１１月２９日以降，ビデオ撮影を原告に委託するようになった。 

 (2) 新郎新婦が婚礼ビデオの作成を希望するときは，「映像お申込み書」により

被告Ｂｅｅに申込みをし，被告Ｂｅｅにおいて新郎新婦と打合せを行い，その意向

を聴取する（甲１１，文書提出命令申立てに係る疎甲１）。その際，被告Ｂｅｅでは，25 

挙式等を撮影したビデオとは別に，新郎新婦の依頼により，披露宴の中で上映する
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「オープニングムービー」，「プロフィールビデオ」，「フォトムービー」，「エンドロ

ール」の製作も別途受注していた（甲２６，疎甲１）。 

 (3) その後，被告Ｂｅｅは，原告に対し，申込みのあったビデオの撮影を依頼

し，挙式及び披露宴の日時と場所を連絡するとともに，新郎新婦からの特段の依頼

があれば，特記事項として，「映像演出はすべてノーカットでみている人を撮影して5 

ください。」などと連絡していた（甲２２，２３）。 

 (4) 原告は，撮影当日，会場に自己が保有する撮影機材（甲２７ないし２９，

３３ないし３５）を持参して会場に入り，新郎新婦と撮影の打合せをした上で，会

場に設置されたリモートカメラの操作も行い，挙式及び披露宴の様子を撮影した

（甲３０ないし３２）。原告は，撮影に当たっては，自ら撮影プランを立てた上，本10 

番で突発的に生じる事態にも対応しつつ，音響面での演出も考慮して，美しい映像

となるための様々な工夫をして撮影を行い，時には映像に映る会場での参加者の所

作，装飾品の飾り方等の助言を行うこともあった（被告Ｐ２らの挙式等を撮影した

ビデオのサムネイルとして甲３８）。披露宴では，新郎新婦が指定した楽曲が流され

ることから，原告が披露宴の様子を撮影するに当たっては，それらの楽曲も収録す15 

ることになった。 

 (5) 原告は，こうして撮影したビデオについて，撮影データをＵＳＢフラッシ

ュメモリー又はＳＤカードに記録して，被告Ｂｅｅに納品した。被告は，このよう

な撮影業務の対価として，原告に対し，１件当たり３万円の撮影料と往復の交通費

を支払った（甲２０）。 20 

その後，被告Ｂｅｅでは，納品された原告が撮影したビデオを編集して記録ビデ

オを作成し，ＤＶＤに記録して被告Ｐ２ら新郎新婦に納品していた。被告Ｂｅｅが

原告が撮影したビデオを編集するに当たっては，不要部分を削除するほか，披露宴

中で被告Ｂｅｅが製作したプロフィールビデオが流れる場面では，招待客の様子を

主画面に配しつつ，プロフィールビデオの様子を小窓画面に配することや，プロフ25 

ィールビデオに使用される楽曲について改めて音源から採取して差し込むといった
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作業を行った（甲２６）。 

 (6) 原告が被告Ｂｅｅから委託を受けて挙式等を撮影する中では，平成２７年

９月６日の撮影の際に，新婦側の両親を撮影すべきところ，誤って新郎側の両親を

撮影するミスをしたため，被告Ｂｅｅにおいて新郎新婦に謝罪し，ビデオ代金を返

金するとともに迷惑料を支払うということがあった（甲３７，乙７）。 5 

 (7) 原告は，同年６月２日に，一般社団法人日本音楽著作権協会（以下「日本

音楽著作権協会」という。）との間ではブライダル演出記録用録音・録画物に係る利

用許諾契約（甲６，７）を，一般社団法人日本レコード協会との間ではブライダル

コンテンツ制作に係るレコード複製許諾契約（甲８）を締結していたが，本件ホテ

ルで行われた披露宴等を録画したビデオに関しては，被告Ｂｅｅ，エフ・ジェイホ10 

テルズ及び原告のいずれも日本音楽著作権協会等に著作権料を支払っていなかった。

そして，原告は，平成２９年３月２８日，日本音楽著作権協会から，記録用ビデオ

の利用許諾料として４１１万円余の請求を受けた（甲１０）。 

そこで，原告は，同年５月１６日，被告Ｂｅｅが原告に対して福岡地方裁判所小

倉支部に提起していた訴訟について反訴を提起し，披露宴等を録画したビデオを製15 

作するに際して被告Ｂｅｅが日本音楽著作権協会等に著作権料の支払を行わなかっ

たこと等が不法行為を行使すると主張して損害賠償を請求したが，第一審において

も控訴審においても，不法行為の成立を否定して原告の反訴請求を棄却する旨の判

決がされた（乙１ないし５，７）。 

２ 本件で，原告は，被告らに対し，著作権及び著作者人格権に基づき，別紙被20 

告らビデオコンテンツ目録記載の著作物の複製及び頒布の差止めとその廃棄を請求

している。 

しかし，１で認定した事実によれば，同目録記載１及び２のうち，「フォトームー

ビー」（「フォトムービー」の誤記と解される。）及び「エンドロール」は，被告Ｂｅ

ｅが原告の関与なく製作するものであり，それらが著作物であるとしても，原告は25 

著作者ではなく，著作権及び著作者人格権を有するものではないから，それらにつ
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いて原告が複製，頒布の差止め等を請求することはできない。 

また，同目録記載３のうち，「収録された管理著作物」というのは，披露宴等で使

用された楽曲をいうものと解されるが，原告がその著作権及び著作者人格権を有す

るものではないから，それらについて原告が複製，頒布の差止め等を請求すること

はできない。 5 

さらに，同目録記載３のうち，「原告が被告ビーに寄託した被告Ｐ２及び被告Ｐ４

に関する撮影著作物」とは原告撮影ビデオをいうものと解されるが，被告Ｂｅｅに

ついては編集前のビデオである原告撮影ビデオを今後新たに編集等するとは考え難

く，被告Ｐ２らについては編集前のビデオである原告撮影ビデオをそもそも有した

ことがないと考えられるから，被告らがそれを複製，頒布するおそれがあるとは認10 

められない。 

したがって，本件請求のうち上記で検討したものについては，その余の点につい

て検討するまでもなく理由がないから，以下では，同目録記載１及び２のうちの

「記録ビデオ」，すなわち本件記録ビデオに係る請求について検討する。 

３ 著作権に基づく請求について－争点２（被告Ｂｅｅは著作権法２９条１項に15 

より本件ビデオの著作権を取得したか）について－ 

 (1) 本件記録ビデオは，被告Ｐ２らの挙式等の様子を撮影・編集したビデオで

あり，そのサムネイル画像（甲３８）も参酌すると，挙式等が進行する状況に応じ

た撮影対象の選択や構図等に創作的工夫が施されていると認められるから，著作権

法２条３項に規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせ20 

る方法で表現され，かつ，物に固定されている著作物」であり，同法１０条１項７

号所定の「映画の著作物」に当たると解される。 

そして，前記１で認定した事実によれば，挙式等の撮影については基本的には原

告の裁量に委ねられており，原告は様々な工夫をして撮影をしたと認められるから，

原告は，原告撮影ビデオについて，「映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した25 

者」（著作権法１６条）としてその著作者であると認められ，本件記録ビデオはその
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複製著作物又は二次的著作物である。 

 (2) そこで，被告らが主張する著作権法２９条１項の適用の有無について検討

する。 

著作権法２９条１項にいう「映画製作者」とは，「映画の著作物の製作に発意と責

任を有する者」をいい（同法２条１項１０号），映画の著作物を製作する意思を有し，5 

同著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって，同著作物の製

作に関する経済的な収入・支出の主体となる者のことをいうと解される。 

前記１で認定した事実のとおり，本件では，被告Ｂｅｅは，社内の人間だけでは

撮影業務をこなせないことから複数の外部業者に撮影業務を委託するようになり，

原告はその外部業者の一人であったことからすると，被告Ｂｅｅは，各婚礼のビデ10 

オ撮影業務の担当を各外部業者に割り振って委託することにより，全体としての婚

礼ビデオの製作業務を統括して行っていたといえる。 

また，エフ・ジェイホテルズから委託を受けて，新郎新婦から婚礼ビデオ製作の

申込みを受け，その意向を聴取して打合せをするのは被告Ｂｅｅであり，婚礼ビデ

オを完成させて納品するのも被告Ｂｅｅである。また，被告Ｂｅｅは，原告による15 

撮影に不備があった場合の新郎新婦に対する責任も負担している。そうすると，婚

礼ビデオを適切に製作し，納品する義務は，エフ・ジェイホテルズからの委託の下，

被告Ｂｅｅが負っていたといえる。 

加えて，現場での撮影業務自体は基本的には原告の裁量と工夫に委ねられていた

が，被告Ｂｅｅも，新郎新婦に特段の意向がある場合には原告にそれを伝えて撮影20 

の指示を行っており，原告の裁量等も被告Ｂｅｅからの指示という制約を受けるも

のであったほか，被告Ｂｅｅは，婚礼ビデオを完成させるに当たり編集作業を行い，

その中では，被告Ｂｅｅが独自に製作した「プロフィールビデオ」等の上映シーン

を加工し，そのＢＧＭを音源から採取して差し込むなど，独自の演出的な編集も行

っているから，製作するビデオの内容を最終的に決定していたのは被告Ｂｅｅであ25 

るといえる。 
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そして，被告Ｂｅｅは，原告に対して撮影料と交通費を支払っているほか，それ

以外の製作費用も負担しているから，本件記録ビデオの製作に関する経済的な収

入・支出の主体となっているのは原告ではなく被告Ｂｅｅである。なお，被告Ｂｅ

ｅは，本件記録ビデオに収録された楽曲についての著作権使用料等の支払をしてい

ないが，原告は，本件記録ビデオに収録された楽曲の著作権使用料は被告Ｂｅｅが5 

負担することとなっていたと主張しており，この主張は，上記のとおり本件記録ビ

デオの製作に関する経済的な収入・支出の主体が被告Ｂｅｅであることと符合する

（この点については，被告Ｂｅｅも，別件の福岡地方裁判所小倉支部に提起された

事件で原告の上記主張を争うに当たり，結婚式の様子を撮影したビデオ等に結婚式

の映像とともに式場で流された音楽が収録された場合に，その音楽について日本音10 

楽著作権協会等に対して著作権使用料を支払うべき義務があるかは法律上確定され

ているものではなく，支払義務があるとしても，それを原告が支払った場合には求

償権の問題が発生すると主張するにとどまり〔乙３，７〕，日本音楽著作権協会等に

対する支払義務がある場合にそれを被告Ｂｅｅが負担すべきことを特段争っていた

わけではないと認められる。）。  15 

以上からすると，本件記録ビデオの製作に発意と責任を有する者は，被告Ｂｅｅ

であり，被告Ｂｅｅは「映画製作者」に当たると認めるのが相当である。 

そして，原告は，被告Ｂｅｅから委託を受けて原告撮影ビデオの撮影をしたので

あるから，被告Ｂｅｅに対して本件記録ビデオの製作に参加することを約束したも

のといえる。 20 

したがって，著作権法２９条１項により，本件記録ビデオの著作権は被告Ｂｅｅ

に帰属するから，原告は著作権を有しない。 

これに対し，原告は，ビデオ撮影に当たっての自己の負担や工夫をるる主張する

が，それらは，原告が著作者であることを基礎付けるものであっても，被告Ｂｅｅ

が映画製作者であることを否定するに足りるものではない。 25 

(3) したがって，原告は本件記録ビデオの著作権を有しないから，その著作権に
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基づく請求は理由がない。 

４ 争点５（著作者人格権侵害のおそれの有無）について 

 (1) 同一性保持権についてみると，本件記録ビデオは原告撮影ビデオを編集し

たものであるが，前記１で認定した事実からすると，原告は，被告Ｂｅｅが原告撮

影ビデオを適宜編集することを承諾していたと認められるから，本件記録ビデオは5 

原告の同一性保持権を侵害して製作されたものではない。 

したがって，仮に被告らが本件記録ビデオを複製，頒布するとしても，意に反す

る改変を行うことにはならないから，同一性保持権の侵害は生じない。 

 (2) 氏名表示権についてみると，氏名表示権は，著作物の「原作品」に，又は

「その著作物の公衆への提供若しくは提示に際し」，又は「その著作物を原著作物と10 

する二次的著作物の公衆への提供又は提示に際して」，著作者名を表示し又は表示し

ないこととする権利である（著作権法１９条）ところ，原告は，本件記録ビデオが

原告の氏名を表示しないままで複製され，頒布されることが氏名表示権の侵害に当

たると主張しているものと解される。 

しかし，まず，被告らがそもそも「原作品」たる原告撮影ビデオを複製するおそ15 

れが認められないことは先に述べたとおりである。また，著作物又は二次的著作物

の「公衆への提供又は提示」とは，特定多数の者に提供又は提示することも含む

（著作権法２条５項）が，本件記録ビデオが被告Ｐ２らの挙式及び披露宴の様子を

収録したものであることからすると，仮に被告らが本件記録ビデオを複製するおそ

れがあるとしても，被告Ｂｅｅが複製物を提供する相手として現実的に想定し得る20 

のは被告Ｐ２らに限られ，３年以上前に挙式等を行った被告Ｐ２らが複製物を提供

する相手として現実的に想定し得るのも肉親くらいであり，被告Ｐ２らが今後ＳＮ

Ｓサービスに投稿するおそれがあるとも認められないから，被告らが特定多数の者

に対してであっても本件記録ビデオを複製し，頒布するおそれがあるとは認められ

ない。 25 

したがって，被告らが原告の氏名表示権を侵害するおそれがあるとは認められな



- 14 - 

い。 

 (3) 公表権についてみると，上記(2)で指摘した点に照らせば，被告らが，本件

記録ビデオを公表（著作権法４条，３条）するおそれがあるとは認められない。し

たがって，被告らが原告の公表権を侵害するおそれがあるとは認められない。 

 (4) したがって，被告らが原告の著作者人格権を侵害するおそれがあるとは認5 

められない。 

５ 原告のその他の主張について 

原告は，本件において，本件ビデオに収録された楽曲の著作権使用料を被告Ｂｅ

ｅが負担することとなっていたにもかかわらず，被告Ｂｅｅがそれを支払っていな

い結果，本件ビデオは楽曲を違法に使用されたものであると主張する。しかし，仮10 

に原告の主張がそのとおりであるとしても，そのことは，原告の著作権の有無や被

告らの侵害行為のおそれの有無に影響を及ぼすものではないから，上記の判断を左

右するものではない。 

なお，原告による被告Ｐ２らの本人尋問申請については，本件ビデオの収録楽曲

の著作権等使用料を被告Ｂｅｅが支払っていない点や原告の損害額を主たる尋問事15 

項とするものであり，また，原告による文書提出命令申立ても，原告の損害額を立

証趣旨とするものであって，いずれも上記の認定判断に影響を及ぼすものではない

から，当裁判所は必要性を欠くものとしてこれらを却下した次第である。 

６ まとめ 

以上によれば，原告の請求は，いずれも理由がないから棄却することとして，主20 

文のとおり判決する。 

大阪地方裁判所第２６民事部 

 

 

裁判長裁判官 25 
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                   髙    松    宏    之 

 

 

 

            裁判官 5 

                                    

                   野    上    誠    一 

 

 

 10 

            裁判官 

                                    

                   大    門    宏  一  郎 
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（別紙） 

被告らビデオコンテンツ目録 

 

１ 平成２６年１１月２９日に行われたＰ２及びＰ３の挙式・披露宴のために制

作された，「フォトームービー」，「エンドロール」，「記録ビデオ」ビデオグラム 5 

 

２ 平成２７年４月１８日に行われたＰ４及びＰ５の挙式・披露宴のために制作

された，「エンドロール」，「記録ビデオ」ビデオグラム 

 

３ 原告が被告ビーに寄託した被告Ｐ２及び被告Ｐ４に関する撮影著作物及び収10 

録された管理著作物の全て 

以 上  

 


